
 
 
 
 
２０２１／０４／１４　１７：５３　現在の情報です。 
　 
　東京都港区港南二丁目１６番１号 
　ＵＱコミュニケーションズ株式会社 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１０４－０１－０７５４２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　ＵＱコミュニケーションズ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都港区港南二丁目１６番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼───────────────────────┬─────────────┨ 
┃公告をする方法　│　官報に掲載して行う。　　　　　　　　　　　　│平成２７年１０月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２７年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　日刊工業新聞に掲載して行う。　　　　　　　　│令和　２年　７月１３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　７月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　官報に掲載して行う。　　　　　　　　　　　　│令和　２年１０月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年１０月１２日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成１９年８月２９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　（１）電気通信事業法に定める電気通信事業　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）電気通信に関する機器、オフィス内で利用する機器の研究、開発、製　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　造、運用、保守、販売、リース及び賃貸　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）事務用機器、事務用消耗品、図書、雑誌、自動車、家庭用電気製品、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　食品等の輸出入、販売、リース、レンタル及び割賦販売　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）古物の収集、加工、再生、保守、販売及び賃貸　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）電気通信に関する市場調査及びシステムの開発　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（６）電気通信設備及びこれに附帯する設備の研究、開発、設計、運用、メ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ンテナンス、販売、リース、賃貸及びこれらの請負　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（７）電気通信工事、土木工事、建築工事の設計、施工、監理及びこれらの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　請負　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（８）情報処理サービス業及び情報提供サービス業　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（９）前各号に関連するコンサルティング及びシステム・エンジニアリング　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１０）前各号に関連するソフトウェア、アプリケーションの開発、販売、賃　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　貸、リース、運用、保守、及び請負　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１１）事務連絡代行、受注等取次・代行業務、通訳、会議サービス及び文書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　翻訳事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１２）人材採用活動に関するコンサルティング業務　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１３）一般企業の人事・労務・経理・経営管理、福利厚生に関する業務の代　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行並びにコンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１４）国内外の電気通信事業等に関する情報収集、調査　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１５）不動産の利用及び駐車場業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１６）金融業及び銀行代理業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１７）各種料金の請求出納代行業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１８）損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１９）倉庫業及び通関業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２０）出版業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２１）飲食店、医薬品・日用雑貨品販売店、宿泊施設、スポーツ施設、会議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　室、宴集会場等の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２２）工業所有権、技術ノウハウ、ソフトウェア、著作権等の無体財産権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権利化企画、取得、管理、仲介及び販売　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２３）放送法に基づく放送事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２４）放送番組の企画、制作及び販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２５）会社案内・入社案内・採用広報・ダイレクトメール等印刷物の企画・　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　制作並びに発送代行業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２６）一般印刷物に伴う企画及びデザイン処理業務　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２７）労働者派遣事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２８）有料職業紹介事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２９）パソコン、英会話等のスクール運営業務　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３０）一般企業の人材の適正配置、能力開発、育成・指導に関する各種診断、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　講習、セミナー等の企画及び実施業務　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３１）企業に対する投資及び経営指導に関する業務　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３２）発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３３）前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ために必要な事業を営むことができる　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年１０月　１日変更　　平成２７年１０月　７日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　１７５万９５０株　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　９月２５日変更┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年１０月　２日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年　９月２５日変更┃ 
┃並びに種類及び数│　　　１００万９５０株　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　２８万株　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　６０万株　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｂ種優先株式　９５０株　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種種類株式　　６万株　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｄ種種類株式　　６万株　　　　　　　　　│平成２６年１０月　２日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金７１４億２５００万円　　　　　　　　　　　│平成２５年　５月３１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２５年　６月　４日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行可能種類株式│　普通株式　　１０３万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃総数及び発行する│　Ａ種優先株式　６０万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃各種類の株式の内│　Ｂ種優先株式　９５０株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃容　　　　　　　│　Ｃ種種類株式　　６万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｄ種種類株式　　６万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　一、Ａ種優先株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．剰余金の配当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式の登録株式質権者（以下「普通株式質権者」という。）に対し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　て剰余金の配当を行おうとするときは、当該配当に係る基準日の最終の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　「Ａ種優先株式質権者」という。）に対して、普通株主および普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、第（２）号に定めるＡ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先配当金の額の配当金を支払うものとする。ただし、当該配当にかかる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ａ種優先株式質権者に対する配当（第（２）号に定める累積未払Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先配当金の額の配当を除く。）が既に行われているときは、かかる配当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の累積額を第（２）号に定めるＡ種優先配当金の額から控除した額の配　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当金を支払うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対して、ある事業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　年度に属する日を基準日として支払うＡ種優先株式１株あたりの剰余金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の配当（以下に定める累積未払Ａ種優先配当金の額を除く。）の額の合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　計額が、５００円（以下「Ａ種優先配当金の額」という。）に達しない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ときは、その不足額は翌事業年度以降に累積するものとし、当該累積し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　た不足額（以下「累積未払Ａ種優先配当金の額」という。）は、当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　がある事業年度においてＡ種優先配当金の額の支払いを行おうとすると　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　きには、Ａ種優先配当金の額の支払いに先立って、これをＡ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　またはＡ種優先株式質権者に支払うものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）Ａ種優先株式発行後、以下に規定する事由が生じた場合には、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下のとおりＡ種優先配当金の額を調整する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）Ａ種優先株式につき株式の分割をする場合、Ａ種優先配当金の額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　以下の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ａ種優先　調整前Ａ種優先　Ａ種優先株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　　＝配当金の額　　×──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ａ種優先配当金の額は、当該株式分割の効力発生日以後これを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）Ａ種優先株式につき株式の併合をする場合、Ａ種優先配当金の額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　以下の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ａ種優先　調整前Ａ種優先　Ａ種優先株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　　＝配当金の額　　×──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ａ種優先配当金の額は、当該株式併合の効力発生日以後これを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）上記（ａ）および（ｂ）に規定する事由のほか、株式の分割もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　併合（Ａ種優先株式以外の種類の株式に関するものに限る）、株式も　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　しくは新株予約権の無償割当て、募集株式もしくは募集新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　発行、合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割、その他これらに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　類する事由の発生によりＡ種優先配当金の額の調整を必要とする場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　には、その後のＡ種優先配当金の額は、合理的に調整される。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）で使用する「調整前Ａ種優先配当金の額」は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ａ種優先配当金の額を適用する直前において有効なＡ種優先配　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当金の額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（４）Ａ種優先株式発行後、前号（ａ）ないし（ｃ）に規定する事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には、累積未払Ａ種優先配当金の額は、それぞれ、同号に規定する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ａ種優先配当金の額の調整方法に準じる方法により調整される。　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　（５）当会社は、各事業年度において、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　者に対して、累積未払Ａ種優先配当金の額およびＡ種優先配当金の額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計額を超える剰余金の配当は行わない。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式質権者に対して、普通株主または普通株式質権者に先立ち、Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先株式１株につき５０，０００円（以下「Ａ種優先分配金の額」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ａ種優先株式発行後、第１項第（３）号（ａ）ないし（ｃ）に規定する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事由が生じた場合には、Ａ種優先分配金の額は、それぞれ、同号に規定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　するＡ種優先配当金の額の調整方法に準じる方法により調整される。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対して第（１）号　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　に基づく支払いを行った後なお残余財産が残存する場合（かかる残存す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る残余財産を、以下「残存残余財産」という。）において、残存残余財　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　産の額が、普通分配金の額（下記において定められる。）に残余財産分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　配時の発行済普通株式総数（ただし自己株式となっている普通株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　除く。）を乗じた額を超える場合は、その超える部分の額（以下「超過　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　残存残余財産額」という。）については、Ａ種優先株主またはＡ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株につき、下記算式により計算さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　れる額（以下「Ａ種超過残存残余財産分配額」という。）の金銭を、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　通株主または普通株式質権者と同順位にて支払う。なお、普通分配金の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額は、５０，０００円とするが、「Ａ種優先株式」を「普通株式」に読　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　み替えた第１項第（３）号（ａ）ないし（ｃ）に規定する事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には、普通分配金の額は、それぞれ、「Ａ種優先株式」を「普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式」に読み替えた同号に規定する調整方法に準じる方法により調整され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種超過残存　　　　　　　　　超過残存残余財産額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　残余財産分配額＝──────────────────────×取得比率　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　残余財産分配時の発行済普通株式総数（ただし自　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　己株式となっている普通株式数を除く。）＋残余　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　財産分配時の発行済Ａ種優先株式総数（ただし自　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　己株式となっているＡ種優先株式数を除く。）×　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　取得比率（第４項第（３）号（ａ）で定義される。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　以下同じ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．議決権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を行使することができない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４．普通株式を対価とする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株主は、当会社がＫＤＤＩ株式会社から、ＫＤＤＩ株式会社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　その保有するＡ種優先株式の全部または一部について普通株式を対価と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　する取得請求権を行使することができる規制環境が整った旨の書面によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る通知を受けた日の３１日後から６０日間において、当会社に対して、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該Ａ種優先株主の有するＡ種優先株式を取得することを請求すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ができる。Ａ種優先株主によりかかる請求がなされた場合、当会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　えに、当該Ａ種優先株主に対して、第（３）号に定める算定方法により　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　算出される数の普通株式を交付する。なお、本号に基づくＡ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の取得請求権の行使に係る受付場所および受付時間ならびに効力発生時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　期等は、第（４）号に定めるとおりとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ａ種優先株主は、当会社の普通株式の日本国内の金融商品取引所への上　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場が当該金融商品取引所により承認された日から６０日間において、当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会社に対して、当該Ａ種優先株主の有するＡ種優先株式を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を請求することができる。Ａ種優先株主によりかかる請求がなされた場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合、当会社は、当該Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得するのと引換えに、当該Ａ種優先株主に対して、第（３）号に定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　算定方法により算出される数の普通株式を交付する。なお、本号に基づ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　くＡ種優先株式の取得請求権の行使に係る受付場所および受付時間なら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　びに効力発生時期等は、第（４）号に定めるとおりとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、Ａ種発行価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を下記（ｂ）および（ｃ）に定める転換価額で除した数に１．２５　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を乗じた数（以下「取得比率」という。）に、当該Ａ種優先株主が取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得の請求をしたＡ種優先株式数を乗じた数とする。ただし、Ａ種発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額は当初５０，０００円とし、株式の分割もしくは株式の併合、株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式もしくは新株予約権の無償割当て、募集株式もしくは募集新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権の発行、合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割、その他これ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　らに類する事由の発生によりＡ種発行価額の調整を必要とする場合に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、その後のＡ種発行価額は、下記（ｃ）に記載の方法に準じて合理　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　的に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なお、Ａ種優先株式の取得と引換に交付すべき普通株式数の算出にあ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たって、１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、会社法第１６７条第３項に規定する金銭は交付しないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）当初転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　５０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）転換価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ａ種優先株式発行後、以下に規定する事由が生じた場合には、それぞ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　れ以下のとおり転換価額を調整する。なお下記①ないし⑤で使用する　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　「調整前転換価額」は、調整後転換価額を適用する直前において有効　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　な転換価額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　普通株式につき株式の分割をする場合、転換価額は、以下の算式によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　り計算される転換価額に調整される。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後　　調整前　　株式分割効力発生直前の発行済普通株式総数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　転換価額＝転換価額×────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直後の発行済普通株式総数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額は、当該株式分割の効力発生日以後これを適用する。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　普通株式につき株式の併合をする場合、転換価額は、以下の算式によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　り計算される転換価額に調整される。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後　　調整前　　株式併合効力発生直前の発行済普通株式総数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　転換価額＝転換価額×────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直後の発行済普通株式総数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額は、当該株式併合の効力発生日以後これを適用する。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　調整前転換価額を下回る価額をもって普通株式の募集発行を行う場合、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　かかる募集発行手続における１株当たりの払込金額をもって調整後転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換価額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なお、調整後転換価額は、その払込期日以後これを適用する。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　普通株式を交付されるもしくは交付を請求できる株式で、普通株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株の交付を受けるために拠出する価額（本④において、以下「普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式１株当たり拠出額」という。）が調整前転換価額を下回る価額とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式の募集発行を行う場合には、その払込期日に、かかる募集発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　手続により発行される株式全てが取得されもしくは取得請求がなされ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たものとみなし、当該払込期日時点において算出される普通株式１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当たり拠出額をもって、調整後転換価額とする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なお、調整後転換価額は、その払込期日以後これを適用する。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤　普通株式を交付されるもしくは交付を請求できる新株予約権で、普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式１株の交付を受けるために拠出する価額（本⑤において、以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「普通株式１株当たり拠出額」という。）が調整前転換価額を下回る　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額となる新株予約権の募集発行を行う場合には、その割当日に、か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　かる募集発行手続により発行される新株予約権全てが行使されたもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とみなし、当該割当日時点において算出される普通株式１株当たり拠　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　出額をもって、調整後転換価額とする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なお、調整後転換価額は、その割当日以後これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑥　上記①ないし⑤に規定する事由のほか、株式の分割もしくは併合、株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式もしくは新株予約権の無償割当て、募集株式もしくは募集新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権の発行、合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割、その他これ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　らに類する事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合には、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　その後の転換価額は、合理的に調整される。ただし、上記②の場合を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　除き、調整後転換価額が調整前転換価額を上回るときは、転換価額は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整されない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（４）第（１）号および第（２）号に基づくＡ種優先株式の普通株式を対価と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　する取得請求権の行使に係る受付場所および受付時間ならびに効力発生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　時期等は、下記のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）受付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　東京都港区港南二丁目１６番１号品川イーストワンタワー　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ＵＱコミュニケーションズ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）受付時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　午前９時から午後５時まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）効力発生時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　第（１）号に基づくＡ種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の行使は、第（１）号に定める取得請求期間における上記（ｂ）に記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　載する受付時間において、所定の取得請求書が上記（ａ）に記載する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　受付場所に到着した場合、第（１）号に定める取得請求期間の末日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　翌日の到来の直前に効力を生ずる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　第（２）号に基づくＡ種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の行使は、第（２）号に定める取得請求期間における上記（ｂ）に記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　載する受付時間において、所定の取得請求書が上記（ａ）に記載する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　受付場所に到着した場合、第（２）号に定める取得請求期間の末日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　翌日の到来の直前に効力を生ずる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　５．金銭を対価とする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株主は、平成２８年１月１日現在当会社の普通株式について日本国内　┃ 
┃　　　　　　　　│　の金融商品取引所に上場の申請がされていない場合において、平成２８年２月　┃ 
┃　　　　　　　　│　１日から同年２月１２日までの間に、当会社に対して、当該Ａ種優先株主の有　┃ 
┃　　　　　　　　│　するＡ種優先株式を取得することを請求することができる。Ａ種優先株主によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　りかかる請求がなされた場合、当会社は、当該Ａ種優先株主が取得の請求をし　┃ 
┃　　　　　　　　│　たＡ種優先株式を取得するのと引換えに、当該Ａ種優先株主に対して、第（１）┃ 
┃　　　　　　　　│　号に定める算定方法により算出される額の金銭を交付する。なお、本項に基づ　┃ 
┃　　　　　　　　│　くＡ種優先株式の取得請求権の行使に係る受付場所および受付時間ならびに効　┃ 
┃　　　　　　　　│　力発生時期等は、第（２）号に定めるとおりとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき金銭の額　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき金銭の額は、５０，０００　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　円とかかる請求が効力を生ずる日におけるＡ種優先株式１株あたりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　累積未払Ａ種優先配当金の額の合計額（以下「本取得価額」という。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　）に、当該Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式数を乗じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）第１項第（３）号（ａ）ないし（ｃ）に規定する事由が生じた場合に　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　は、本取得価額は、それぞれ、同号に規定するＡ種優先配当金の額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整方法に準じる方法により調整される。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）本項に基づくＡ種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使に係る　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　受付場所および受付時間ならびに効力発生時期等は、下記のとおりとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）取得請求受付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　東京都港区港南二丁目１６番１号品川イーストワンタワー　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ＵＱコミュニケーションズ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）取得請求受付時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　午前９時から午後５時まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）取得請求の効力発生時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本項に基づくＡ種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　平成２８年２月１日から同年２月１２日までの間における上記（ｂ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に記載する受付時間において、所定の取得請求書が上記（ａ）に記載　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する受付場所に到着した場合、当会社が当該取得請求に係るＡ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式を取得するのと引換えに交付する金銭の額が同年２月１３日の到　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　来の直前における分配可能額を超えていないときに限り、同年２月１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　３日の到来の直前に効力を生ずるものとし、かかる条件をみたす取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　請求が複数存在する場合には、その全てが同時に効力を生ずるものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　二、Ｂ種優先株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　剰余金の配当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ｂ種優先配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　下、「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（以下、「Ｂ種優先株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主（以下、「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（以下、「普通株式質権者」という。）に先立ち、かつ、第６項に定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、下記第（２）号に定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額の金銭（以下、「Ｂ種優先配当金」という。）を支払う。ただし、当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　該配当金支払の基準日の属する事業年度中に設けられた他の基準日によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　りＢ種優先株主またはＢ種優先株式質権者に対して剰余金の配当（第　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（３）号に定める累積未払Ｂ種優先配当金の配当を除く。）を支払った　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ときは、かかる配当の累積額をＢ種優先配当金から控除した額の金銭を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　支払うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ｂ種優先配当金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ｂ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式の１株あたりの払込金額（１００，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　０００，０００円）に、下記の配当年率（以下、「Ｂ種優先配当年率」　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　という。）を乗じて算出した額とする。ただし、２０１３年５月３１日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　から２０１４年３月３１日までの期間が属する事業年度中に設けられた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　基準日により支払われるとするＢ種優先配当金については、２０１３年　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　５月３１日から２０１４年３月３１日までの日数（初日および最終日を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　含む。）で１年を３６５日として日割計算した額とする。Ｂ種優先配当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ｂ種優先配当年率（固定）＝ベースレート＋１．１％　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　上記の算式において、ベースレートとは、以下の算式に基づき計算され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る利率をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ベースレート＝（Ｙ－Ｘ）÷１２×４＋Ｘ　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本号において「Ｘ」とは、２０１３年５月２９日の日本時間午前１０時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　または午前１０時に可及的に近い時点のロイター・スクリーンの９１５　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　４ページ（またはその承継ページ）に年率で表示される期間５年に相当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　する”ＹＥＮ　ＩＲＳ　ＡＣＴ／３６５ＶＳ６Ｌ（オファーレート）”　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　と”Ｔ／Ｌ　ＳＲＤ　ＡＣＴ／３６０ＶＳ６Ｍ（オファーレート）”の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計値とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本号において「Ｙ」とは、２０１３年５月２９日の日本時間午前１０時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　または午前１０時に可及的に近い時点のロイター・スクリーンの９１５　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　４ページ（またはその承継ページ）に年率で表示される期間６年に相当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　する”ＹＥＮ　ＩＲＳ　ＡＣＴ／３６５ＶＳ６Ｌ（オファーレート）”　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　と”Ｔ／Ｌ　ＳＲＤ　ＡＣＴ／３６０ＶＳ６Ｍ（オファーレート）”の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計値とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ｂ種優先配当年率は、％未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　切り捨てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）累積条項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ある事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先株式質権者に対して　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　支払うＢ種優先株式１株あたりの剰余金の配当の額がＢ種優先配当金の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　た不足額（以下、「累積未払Ｂ種優先配当金」という。）については、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ｂ種優先株主またはＢ種優先株式質権者に対して、普通株主および普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式質権者に対する剰余金の配当およびＢ種優先配当金の額の支払いに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先立ち、かつ、第６項に定める支払順位に従い、これを支払う。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（４）非参加条項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ｂ種優先株主またはＢ種優先株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金お　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　よび累積未払Ｂ種優先配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当は行わ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　者に対し、普通株主または普通株式質権者に先立ち、かつ、第６項に定める支　┃ 



┃　　　　　　　　│　払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、１００，０００，０００円に経過Ｂ　┃ 
┃　　　　　　　　│　種優先配当金相当額（下記に定義される。）および累積未払Ｂ種優先配当金相　┃ 
┃　　　　　　　　│　当額を加算した額の金銭を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　本項において「経過Ｂ種優先配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる　┃ 
┃　　　　　　　　│　日（以下、「残余財産分配日」という。）の属する事業年度について適用ある　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先配当金の額（第１項第（２）号に従って算出する。）を当該事業年度　┃ 
┃　　　　　　　　│　の初日から残余財産分配日までの日数（初日および残余財産分配日を含む。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　で１年を３６５日として日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、そ　┃ 
┃　　　　　　　　│　の小数第１位を四捨五入する。）をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先株主またはＢ種優先株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の　┃ 
┃　　　　　　　　│　分配は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　取得条項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、２０１８年９月１日以降の日であって、会社法第１６８条第　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　１項の規定に従って取締役会が別に定める取得日（各暦月の最終の銀行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　営業日（日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日をいう。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下同じ。）の前銀行営業日をいう。但し、当該暦月の最終の銀行営業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　日の前銀行営業日の２週間前までに会社法第１６８条第２項および第１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　６９条第３項に定める通知（なお、公告をもってこれに代えることはで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　きない。）をＢ種優先株主およびＢ種優先株式質権者に対して行うこと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を要し、当該期限より後に通知を行った場合、当該暦月の翌暦月の最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の銀行営業日の前銀行営業日とする。）に、Ｂ種優先株式の全部または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　優先株式１株につき、１００，０００，０００円にＢ種優先配当金調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額（第（３）号に定義される。以下同じ。）を加算した額の金銭を支払　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）第（１）号にかかわらず、当会社は、当会社の普通株式の日本国内の金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　融商品取引所への上場申請を当会社の取締役会が決定した場合または当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　該上場の仮申請を当会社が当該金融商品取引所に対して行った場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会社法第１６８条第１項の規定に従って取締役会が別に定める取得日　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（銀行営業日であり、且つ、２週間前までに会社法第１６８条第２項お　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　よび第１６９条第３項に定める通知（なお、公告をもってこれに代える　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ことはできない。）をＢ種優先株主およびＢ種優先株式質権者に対して　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行うことを要する。）に、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得するこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とができ、この場合、当会社はこれと引換えに、Ｂ種優先株式１株につ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　き、１００，０００，０００円にＢ種優先配当金調整額を加算した額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金銭を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）本項において「Ｂ種優先配当金調整額」とは、次に定める金額をいう。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ａ）取得日（第（１）号および第（２）号において定義される意義を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　有する。以下本項において同じ。）が２０１８年９月の最終の銀　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　行営業日の前銀行営業日（以下、「予定償還基準日」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（同日を含む。）以前の場合は、以下の（ⅰ）から（ⅱ）を控除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　した金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（ⅰ）（Ａ）２０１３年５月３１日から予定償還基準日の翌銀行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　営業日までの期間（以下、「計算期間」という。）におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　てＢ種優先株式に対する剰余金の配当が一切行われなかっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　たと仮定した場合に、第１項第（３）号に従い計算される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　Ｂ種優先株式１株当たりの累積未払Ｂ種優先配当金の額、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　ならびに、（Ｂ）予定償還基準日の属する事業年度につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　て適用あるＢ種優先配当金の額（第１項第（２）号に従っ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　て算出する）を当該事業年度の初日から予定償還基準日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　翌銀行営業日までの日数（初日および予定償還基準日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　銀行営業日を含む。）で１年を３６５日として日割計算し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　た額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　四捨五入する。）の合計額　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（ⅱ）当該Ｂ種優先株式について取得日までに実際に行われた１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　株当たりのＢ種優先配当金の額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｂ）取得日が予定償還基準日の翌日以降の場合は、取得日までの経過　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　Ｂ種優先配当金相当額（下記に定義される。）および累積未払Ｂ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　種優先配当金相当額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本項において「経過Ｂ種優先配当金相当額」とは、取得日の属する事業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　年度について適用あるＢ種優先配当金の額（第１項第（２）号に従って　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　算出する。）を当該事業年度の初日から取得日までの日数（初日および　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得日を含む。）で１年を３６５日として日割計算した額（円位未満小　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）をいう。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（４）当会社がＢ種優先株式の一部を取得するときは、取得するＢ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　は按分比例の方式により決定するものとし（ただし、各Ｂ種優先株主毎　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　に按分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ついては、切り捨てた数とする。）、按分比例の方式により決定できな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　い残余分については抽選その他の方法により決定する。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（５）本項に基づく当会社によるＢ種優先株式の取得は、当該取得日の属する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事業年度中に設けられた基準日にＡ種優先株主またはＡ種優先株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　者に対して支払われるべきＡ種優先配当金および累積未払Ａ種優先配当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金が全て支払われていることを条件とする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４　取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ｂ種優先株主は、いつでも（ⅰ）当会社に対して取得請求権を行使する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　日（以下「取得請求権行使日」という。）を指定して取得請求権行使日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の７銀行営業日以上前に書面による通知（以下、本項において「事前通　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　知」という。）を行うこと、および、（ⅱ）本号に基づく取得請求権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　対象となるＢ種優先株式を取得請求権行使日に保有していることを条件　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　として、会社法第１６６条各項の規定に従って、当会社に対し、取得請　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　求権行使日において、Ｂ種優先株式の全部または一部の取得を請求する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ことができ、この場合、当会社は、取得請求権行使日に当該請求に係る　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ｂ種優先株式を取得するものとし、当該Ｂ種優先株式と引換えに、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　優先株式１株につき、１００，０００，０００円にＢ種優先配当金調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額（下記に定義される。）を加算した額の金銭を支払う。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本号において、「Ｂ種優先配当金調整額」とは、第３項第（３）号にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ける「取得日」を本号における「取得請求権行使日」と読み替えた上で、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　第３項第（３）号に基づき算出される金額をいう。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）本項に基づく当会社によるＢ種優先株式の取得は、取得請求権行使日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　属する事業年度中に設けられた基準日にＡ種優先株主またはＡ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式質権者に対して支払われるべきＡ種優先配当金および累積未払Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先配当金が全て支払われていることを条件とする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）本項に基づく当会社によるＢ種優先株式の取得は、取得請求権行使日に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　おいて、第（１）号に基づき請求するＢ種優先株主が有するＢ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式の数から、当該取得請求権行使日に第３項に基づき当該Ｂ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　が当会社に取得されるＢ種優先株式の数を控除した数を限度として行わ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　５　議決権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　６　優先順位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先株主およびＢ種優先株式質権者に対する剰余金の配当および残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　の分配の支払順位は、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対する剰余金　┃ 
┃　　　　　　　　│　の配当および残余財産の分配に劣後するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　三、Ｃ種種類株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．剰余金の配当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式の登録株式質権者（以下「普通株式質権者」という。）に対し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　て剰余金の配当を行おうとするときは、当該配当に係る基準日の最終の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主名簿に記載または記録されたＣ種種類株式を有する株主（以下「Ｃ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種種類株主」という。）またはＣ種種類株式の登録株式質権者（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　「Ｃ種株式質権者」という。）に対して、普通株主および普通株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　者と同順位にて、Ｃ種種類株式１株につき、普通株式１株あたりの配当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金に０．０１を乗じて得られる額の配当金（以下「Ｃ種配当金」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　）を支払うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ｃ種種類株式発行後、以下に規定する事由が生じた場合には、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下のとおりＣ種配当金の額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）Ｃ種種類株式につき株式の分割をする場合、Ｃ種配当金の額は、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ｃ種　　　調整前Ｃ種　　　Ｃ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　＝　配当金の額　×　──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ｃ種配当金の額は、当該株式分割の効力発生日以後これを適用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）Ｃ種種類株式につき株式の併合をする場合、Ｃ種配当金の額は、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ｃ種　　　調整前Ｃ種　　　Ｃ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　＝　配当金の額　×　──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ｃ種配当金の額は、当該株式併合の効力発生日以後これを適用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）上記（ａ）および（ｂ）に規定する事由のほか、株式の分割もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　併合（Ｃ種種類株式以外の種類の株式に関するものに限る）、株式も　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　しくは新株予約権の無償割当て、募集株式もしくは募集新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　発行、合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割、その他これらに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　類する事由の発生によりＣ種配当金の額の調整を必要とする場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　その後のＣ種配当金の額は、合理的に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）で使用する「調整前Ｃ種配当金の額」は、調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　整後Ｃ種配当金の額を適用する直前において有効なＣ種配当金の額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、残余財産の分配をするときは、Ｃ種種類株主またはＣ種株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　質権者に対して、普通株主または普通株式質権者と同順位にて、Ｃ種種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　類株式１株につき普通株式１株あたりの残余財産分配額に０．０１を乗　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　じて得られる額の金銭（以下「Ｃ種残余財産分配金」という。）を支払　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ｃ種種類株式発行後、第１項第（２）号（ａ）ないし（ｃ）に規定する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事由が生じた場合には、Ｃ種残余財産分配金の額は、それぞれ、同号に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　規定するＣ種配当金の額の調整方法に準じる方法により調整される。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　四、Ｄ種種類株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．剰余金の配当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式の登録株式質権者（以下「普通株式質権者」という。）に対し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　て剰余金の配当を行おうとするときは、当該配当に係る基準日の最終の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主名簿に記載または記録されたＤ種種類株式を有する株主（以下「Ｄ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種種類株主」という。）またはＤ種種類株式の登録株式質権者（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　「Ｄ種株式質権者」という。）に対して、普通株主および普通株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　者と同順位にて、Ｄ種種類株式１株につき、普通株式１株あたりの配当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金に０．９９を乗じて得られる額の配当金（以下「Ｄ種配当金」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　）を支払うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ｄ種種類株式発行後、以下に規定する事由が生じた場合には、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下のとおりＤ種配当金の額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）Ｄ種種類株式につき株式の分割をする場合、Ｄ種配当金の額は、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ｄ種　　　調整前Ｄ種　　　Ｄ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　＝　配当金の額　×　──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ｄ種配当金の額は、当該株式分割の効力発生日以後これを適用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）Ｄ種種類株式につき株式の併合をする場合、Ｄ種配当金の額は、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の算式により計算される配当金の額に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後Ｄ種　　　調整前Ｄ種　　　Ｄ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　配当金の額　＝　配当金の額　×　──────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合効力発生直後の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ種種類株式総数　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後Ｄ種配当金の額は、当該株式併合の効力発生日以後これを適用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）上記（ａ）および（ｂ）に規定する事由のほか、株式の分割もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　併合（Ｄ種種類株式以外の種類の株式に関するものに限る）、株式も　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　しくは新株予約権の無償割当て、募集株式もしくは募集新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　発行、合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割、その他これらに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　類する事由の発生によりＤ種配当金の額の調整を必要とする場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　その後のＤ種配当金の額は、合理的に調整される。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）で使用する「調整前Ｄ種配当金の額」は、調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　整後Ｄ種配当金の額を適用する直前において有効なＤ種配当金の額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、残余財産の分配をするときは、Ｄ種種類株主またはＤ種株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　質権者に対して、普通株主または普通株式質権者と同順位にて、Ｄ種種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　類株式１株につき普通株式１株あたりの残余財産分配額に０．９９を乗　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　じて得られる額の金銭（以下「Ｄ種残余財産分配金」という。）を支払　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ｄ種種類株式発行後、第１項第（２）号（ａ）ないし（ｃ）に規定する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事由が生じた場合には、Ｄ種残余財産分配金の額は、それぞれ、同号に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　規定するＤ種配当金の額の調整方法に準じる方法により調整される。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．議決権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｄ種種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　五、種類株主総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社が会社法第３２２条第１項各号に定める行為をする場合には、法令に別　┃ 
┃　　　　　　　　│　段の定めがある場合を除き、普通株主、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種種　┃ 
┃　　　　　　　　│　類株主またはＤ種種類株主を構成員とする各種類株主総会の決議を要しない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　９月２５日変更　　平成２６年１０月　２日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の全種類の株式につき、その譲渡による取得については、取締役会の承　┃ 
┃関する規定　　　│　認を要する。ただし、Ｂ種優先株式については、（ⅰ）譲受人がＫＤＤＩ株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社である場合または（ⅱ）ＫＤＤＩ株式会社について以下（ａ）から（ｅ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、譲受人が金融商品取引法　┃ 
┃　　　　　　　　│　第２条第３項第１号に定める適格機関投資家（但し、金融商品取引法第二条に　┃ 
┃　　　　　　　　│　規定する定義に関する内閣府令第１０条第１項第１号、または第４号から第１　┃ 
┃　　　　　　　　│　５号までに規定する者に限る。）または合同会社きぼうであるときは、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　会が会社法第１３６条または第１３７条第１項の承認をしたものとみなす。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ａ）営業を休止もしくは廃止または解散した場合　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｂ）破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始、またはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の他類似の法的倒産手続開始の申立てを行いもしくは申立てがなされた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｃ）第三者と行う金融取引に係る債務について、期限の利益を喪失した場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｄ）財産に関して仮差押命令もしくは通知、保全差押、または差押の命令も　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　しくは通知が発せられ（類似の手続を含む。）、または仮差押、保全差　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　押もしくは差押の執行を命ずる裁判が行われた場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｅ）手形、小切手の不渡報告があった場合　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　５月２７日変更　　平成２５年　６月　４日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　田　中　孝　司　　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月１２日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　野　坂　章　雄　　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　野　坂　章　雄　　　　　　　│平成３０年　６月１２日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１３日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　野　澤　孝　夫　　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月１２日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　青　木　昭　一　　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　青　木　昭　一　　　　　　　│平成３０年　６月１２日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　青　木　昭　一　　　　　　　│令和　１年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　青　木　昭　一　　　　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　伊　藤　敦　子　　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　伊　藤　敦　子　　　　　　　│平成３０年　６月１２日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１３日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　菅　　隆　　志　　　　　　　│平成３０年　６月１２日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　菅　　隆　　志　　　　　　　│令和　１年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　横　山　克　也　　　　　　　│平成３０年　６月１２日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　横　山　克　也　　　　　　　│令和　１年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 



┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　塩　　原　　敬　　　　　　　│令和　１年　６月１３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　塩　　原　　敬　　　　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　赤　木　篤　志　　　　　　　│令和　１年　６月１３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月　８日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　竹　　澤　　浩　　　　　　　│令和　２年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　竹　　澤　　浩　　　　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　東　海　林　崇　　　　　　　│令和　２年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　東　海　林　崇　　　　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　要　海　敏　和　　　　　　　│令和　２年　６月　８日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都港区南青山二丁目１９番２号　　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　野　坂　章　雄　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都港区南青山二丁目１９番２号　　　　　　│平成３０年　６月１２日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　野　坂　章　雄　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１３日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都品川区大井四丁目１６番１１号　　　　　│平成３０年　６月１２日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　菅　　隆　　志　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都品川区大井四丁目１６番１１号　　　　　│令和　１年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　菅　　隆　　志　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都国分寺市泉町二丁目１３番１９号　　　　│令和　２年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　竹　　澤　　浩　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都国分寺市泉町二丁目１３番１９号　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　竹　　澤　　浩　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　最　勝　寺　奈　苗　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月１２日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　谷　本　雅　宣　　　　　　　│平成２９年　４月２５日就任┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　４月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月２２日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月２５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　阿　部　正　吉　　　　　　　│平成２９年　６月１３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１３日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　原　伸　二　郎　　　　　　　│平成３０年　６月１２日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　斉　　藤　　剛　　　　　　　│平成３１年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　４月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　佐　藤　淳　也　　　　　　　│平成３１年　４月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月２５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　櫻　井　敏　幸　　　　　　　│令和　１年　６月１３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　４月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　松　嶋　伸　一　郎　　　　　│令和　３年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　４月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　村　田　彰　則　　　　　　　│令和　３年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　４月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＰｗＣ京都監査法人　　　　　│平成２９年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　６月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＰｗＣ京都監査法人　　　　　│平成３０年　６月１２日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　６月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＰｗＣ京都監査法人　　　　　│令和　１年　６月１３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　６月１７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＰｗＣ京都監査法人　　　　　│令和　２年　６月　８日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月１１日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃取締役等の会社に│　当会社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）の　┃ 
┃対する責任の免除│　会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合　┃ 
┃に関する規定　　│　には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と　┃ 
┃　　　　　　　　│　して免除することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と　┃ 
┃　　　　　　　　│　して免除することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃非業務執行取締役│　当会社は、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について　┃ 



┃等の会社に対する│　法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結するこ　┃ 
┃責任の制限に関す│　とができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１，０００万　┃ 
┃る規定　　　　　│　円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い　┃ 
┃　　　　　　　　│　額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社は、社外監査役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について　┃ 
┃　　　　　　　　│　法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結するこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　とができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１，０００万　┃ 
┃　　　　　　　　│　円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い　┃ 
┃　　　　　　　　│　額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃会社分割　　　　│　令和２年１０月１日東京都新宿区西新宿二丁目３番２号ＫＤＤＩ株式会社に分　┃ 
┃　　　　　　　　│　割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　２年１０月　９日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃取締役会設置会社│　取締役会設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃に関する事項　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃監査役設置会社に│　監査役設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃関する事項　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃監査役会設置会社│　監査役会設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃に関する事項　　│　　　　　　　　　平成２１年　６月２２日設定　　平成２１年　６月２５日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会計監査人設置会│　会計監査人設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃社に関する事項　│　　　　　　　　　平成２０年　６月２０日設定　　平成２０年　７月　２日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　平成２０年４月１日東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０号から本店移転　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　４月１０日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


